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Ⅰ．平成３１年度予算概算要求総括表 
 
１．国土政策局関係予算概算要求総括表 

（単位：百万円）

31年度 前年度 比　較 対前年度

事　　　　　　項 要求・ 予算額 増△減 倍　　率

要望額

(A) (B) (A-B) (A/B)

Ⅰ．行政経費

　○対流促進型国土の形成と国土の長期展望 444 102 332 113 1.34

　（１）対流促進型国土の形成 384 82 332 53 1.16

　　うち・広域連携プロジェクトの推進等 130 37 106 24 1.23

　　　　・スーパー・メガリージョン形成による対流促進に向けた検討 20 0 20 0 1.00

　　　　・「小さな拠点」の形成推進 154 45 121 33 1.27

　　　　・土地の適切な管理のあり方に関する検討 17 0 17 0 1.00

　（２）国土の長期展望 60 20 0 60 皆増

　　うち・政策効果に伴う人口分布の変化を動的に把握するための検討 10 0 0 10 皆増

        ・長期的なリスクと相関する国土利用のあり方に関する検討 11 11 0 11 皆増

　　　　・人口規模別のサービス機能等の立地確率の把握及び対策の検討 11 0 0 11 皆増

　○離島、奄美群島、小笠原諸島、半島等の条件不利地域の振興支援 6,185 1,596 5,168 1,017 1.20

　　　　・離島振興施策の推進 1,880 550 1,567 313 1.20

　　　　・奄美群島振興開発施策の推進 2,884 710 2,410 473 1.20

　　　　・小笠原諸島振興開発施策の推進 1,271 305 1,063 208 1.20

　　　　・半島地域振興施策の推進 113 31 96 17 1.17

　　　　・豪雪地帯対策の推進 37 0 31 6 1.18

　○地理空間情報の高度活用によるイノベーションの加速化 380 95 317 63 1.20

　　うち・G空間情報の円滑な流通促進に向けた検討 135 49 126 9 1.07

　　　　・高精度測位技術を活用したストレスフリー環境づくりの推進 83 46 50 33 1.65

　○国土・地域政策の海外展開 84 22 69 14 1.21

　○その他 181 0 178 2 1.01

行　政　経　費　　　計 7,274 1,815 6,064 1,210 1.20

Ⅱ．公共事業関係費

　○推進費等 16,518 4,130 13,763 2,755 1.20

　　　　・官民連携基盤整備推進調査費 391 98 325 66 1.20

　　　　・災害対策等緊急事業推進費 16,127 4,032 13,438 2,689 1.20

　○離島振興及び奄美振興〈一括計上分〉 68,365 13,007 61,444 6,921 1.11

　　　　・離島振興事業 48,108 10,113 42,625 5,483 1.13

　　　　・奄美群島振興開発事業 20,257 2,894 18,819 1,438 1.08

公共事業関係費　　　計 84,883 17,137 75,207 9,676 1.13

合　　　　　　計 92,157 18,952 81,271 10,886 1.13

（注）1．本表のほか、東日本大震災復興特別会計（復旧・復興）に離島2,990百万円（平成31年度国費）がある。

　　　2．本表のほか、社会資本整備総合交付金（広域連携事業）（平成31年度国費  1,066,329百万円の内数）がある。

　　  3．端数処理の関係で、合計額等は必ずしも一致しない。

うち
優先課題
推進枠
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 ２．特定地域振興関係予算概算要求総括表 

（単位：百万円）

事 業 費 国　費 事 業 費 国　費 事 業 費 国　費

＜ 離 島 振 興 ＞ 82,983 49,988 72,558 44,192 1.14 1.13

治 山 1,471 823 1,442 804 1.02 1.02

港 湾 空 港 5,518 4,556 5,830 4,902 0.95 0.93

水 道 廃 棄 物 処 理 5,068 2,014 3,799 1,574 1.33 1.28

農 林 水 産 基 盤 整 備 33,161 20,340 29,368 17,950 1.13 1.13

社 会 資 本 総 合 整 備 33,966 20,375 28,997 17,395 1.17 1.17

79,184 48,108 69,436 42,625 1.14 1.13

離 島 活 性 化 交 付 金 3,778 1,860 3,105 1,550 1.22 1.20

離 島 振 興 調 査 費 20 20 17 17 1.17 1.17

3,798 1,880 3,122 1,567 1.22 1.20

＜ 奄 美 群 島 振 興 開 発 ＞ 33,128 23,141 30,094 21,229 1.10 1.09

治 山 126 84 116 76 1.09 1.11

港 湾 空 港 2,705 2,567 2,392 2,255 1.13 1.14

水 道 廃 棄 物 処 理 1,473 637 1,079 467 1.37 1.36

農 林 水 産 基 盤 整 備 10,158 7,273 9,949 7,201 1.02 1.01

社 会 資 本 総 合 整 備 13,667 9,696 12,432 8,820 1.10 1.10

28,129 20,257 25,968 18,819 1.08 1.08

奄 美 群 島 振 興 交 付 金 4,985 2,870 4,115 2,400 1.21 1.20

奄 美 群 島 振 興 開 発 調 査 費 14 14 10 10 1.35 1.35

4,999 2,884 4,125 2,410 1.21 1.20

＜ 小 笠 原 諸 島 振 興 開 発 ＞ 2,248 1,271 1,935 1,063 1.16 1.20

小 笠 原 諸 島 振 興 開 発 事 業 費 補 助 1,974 1,121 1,660 914 1.19 1.23

小 笠 原 諸 島 振 興 開 発 費 補 助 金 262 138 262 136 1.00 1.01

小 笠 原 諸 島 振 興 開 発 調 査 費 13 13 13 13 1.00 1.00

＜ 半 島 振 興 ＞ 236 113 191 96 1.23 1.17

半 島 振 興 広 域 連 携 促 進 事 業 226 103 182 87 1.24 1.19

半 島 地 域 振 興 対 策 調 査 費 10 10 10 10 1.03 1.03

＜ 豪 雪 地 帯 対 策 ＞ 37 37 31 31 1.18 1.18

公 共 事 業 関 係 費　　合　計 107,314 68,365 95,405 61,444 1.12 1.11

行　　政　　経　　費　　合　計 11,318 6,185 9,405 5,168 1.20 1.20

（注）１．離島振興及び奄美群島振興開発については、一般公共事業の国土交通省一括計上分及び行政経費を計上している。

      ２．「31年度要求額」欄の計数は、「新しい日本のための優先課題推進枠」を含む。
　　　　　・離島振興（公共事業）…「優先課題推進枠（事業費 17,387百万円、国費 10,113百万円）」
　　　　　・奄美群島振興開発（公共事業）…「優先課題推進枠（事業費 4,474百万円、国費 2,894百万円）」
          ・離島活性化交付金…「優先課題推進枠（事業費 1,085百万円、国費 550百万円）」
　　　　　・奄美群島振興交付金 …「優先課題推進枠（事業費 1,183百万円、国費 710百万円）」
　　　　　・小笠原諸島振興開発事業費補助 …「優先課題推進枠（事業費 536百万円、国費 305百万円）」
　　　　　・半島振興広域連携促進事業費補助金…「優先課題推進枠（事業費 68百万円、国費 31百万円）」

　　　　　　○離島分（事業費 4,875百万円、国費 2,990百万円）

　　　 　 国費 142百万円）がある。

      ５．端数処理の関係で、合計額等は必ずしも一致しない。

倍率 (A/B)

公共事業関係費　計

行政経費　計

      ３．本表のほか、東日本大震災復興特別会計（復旧・復興）として、次のものがある。

      ４．本表のほか、特定地域振興に関連する事業として、集落活性化推進事業費補助金（事業費 301百万円、

公共事業関係費　計

区　　　　分
31年度要求額 (A)

行政経費　計

前年度 (B)
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Ⅱ．予算概算要求概要 

 
 

 １．対流促進型国土の形成と国土の長期展望 
 

要求額  444百万円（対前年度比 1.34倍）行 政 経 費 

（うち新しい日本のための優先課題推進枠  102百万円） 
要求額   391百万円（対前年度比 1.20倍）公共事業関係費 

（うち新しい日本のための優先課題推進枠   98百万円） 

 
（１）対流促進型国土の形成  
 

国土形成計画の基本構想「対流促進型国土の形成」の実現に向けて、
各ブロックにおける広域連携プロジェクトやスーパー・メガリージョン
構想の具体化などにより、イノベーションの創出等を図る。 

また、重層的かつ強靱な「コンパクト＋ネットワーク」を具体化する
小さな拠点の形成等により、地方への新しい人の流れの加速化を図ると
ともに、適切な管理がなされていない土地による外部不経済の分析等を
行い、土地の適切な管理のあり方等を検討する。 

 
（２）国土の長期展望  
 

人生100年時代の到来や働き方改革など社会経済に大きな変化が生じ
る中、国民のライフスタイルの多様化、AI・IoT化の進展、頻発する水
害・土砂災害等を踏まえて、国土の基礎的な条件に係る新たなデータの
構築や技術革新による地域構造への影響分析等を行い、2050年までの国
土の姿を描き出し、将来の課題整理・解決方策を検討する。 

 
 
 

２．離島、奄美群島、小笠原諸島、半島等の条件不利地域の振興
支援 

 
要求額  6,185百万円（対前年度比 1.20倍）行 政 経 費 

（うち新しい日本のための優先課題推進枠  1,596百万円） 

 
離島、奄美群島、小笠原諸島、半島等の条件不利地域について、条件

不利性の克服にとどまらず、地域間の対流を促進し、地域の資源や特性
を活かした取組を支援する。 

特に、奄美群島、小笠原諸島について、両地域の振興開発特別措置法
の法期限の延長と併せ、産業振興や定住促進に向けた取組をさらに効果
的なものに充実させる。 
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３．地理空間情報の高度活用によるイノベーションの加速化 
 

要求額  380百万円（対前年度比 1.20倍）行 政 経 費 

（うち新しい日本のための優先課題推進枠  95百万円） 
 

地理空間情報に係る基盤的なデータ整備を進めるとともに、産学官民
連携によるＧ空間情報センターを中核とした地理空間情報の流通体制の
強化を促進する。 

また、高精度測位技術を活用したストレスフリーな環境づくりについ
て、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、移動
支援の大規模実証実験を行う。 

 
 
 

４．防災・減災への機動的な対応 
 

要求額 16,127百万円（対前年度比 1.20倍）公共事業関係費 

（うち新しい日本のための優先課題推進枠 4,032百万円） 
 

自然災害等に対して、住民等の安全・安心を確保するため、再度災害
の防止対策などを緊急に実施する。 

 
 
 

５．国土・地域政策の海外展開 
 

要求額  84百万円（対前年度比 1.21倍）行 政 経 費 

（うち新しい日本のための優先課題推進枠   22百万円） 
 

アジア各国等において、国連ハビタットと連携したプラットフォーム
などを通じ、我が国の技術・知見を活かして、相手国の国土・地域計画
等「最上流」の段階から「質の高いインフラ投資」の要素を盛り込むた
めの働きかけを行い、我が国企業によるインフラ受注の効率的かつ効果
的な実現を促進する。 

 
 
 

６．その他 
 

要求額  181百万円（対前年度比 1.01倍）行 政 経 費 
 

むつ小川原開発の推進に関する調査      等 
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Ⅲ．個別事項 
 

１．対流促進型国土の形成と国土の長期展望 
 

（１）対流促進型国土の形成 
 
 

① 広域連携プロジェクトの推進等 
 

国土形成計画（広域地方計画；H28.3国土交通大臣決定）に基づく広
域連携プロジェクトの早期の具体化を図るため、先行的な事例の形成を
支援する。 

また、地方圏における幅広い対流創出と競争力強化のため、有効な広
域連携・ネットワーク化のあり方について検討し、地域における連携施
策の積極的な展開につなげる。 

 
 
  ○ 広域連携プロジェクトの推進等 
 

１３０百万円（前年度 １０６百万円） 
【うち優先課題推進枠  ３７百万円】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

広域連携プロジェクトの推進 



 

- 6 - 

 

 

 

官民連携基盤整備推進調査費 

 
○ 官民連携基盤整備推進調査費（公共事業関係費） 

 
３９１百万円（前年度 ３２５百万円） 
【うち優先課題推進枠  ９８百万円】 

  

 
② 民間事業活動と一体的に実施する社会基盤整備の事業化検討の機動

的な支援 
 

官民連携による民間投資誘発効果の高い基盤整備や広域的な地域戦略
に資する事業について、民間の意思決定のタイミングに合わせ、機を逸
することなく基盤整備の構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やか
な移行を図るため、地方公共団体が行う事業化検討を支援する。 
特に、公共施設等の整備･運営に民間の資金や創意工夫を活用したPPP

/PFIの導入可能性検討や広域的な観光・交流拠点形成の促進に係る基盤
整備の調査を重点支援する。 
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スーパー・メガリージョン形成による対流促進に向けた検討 

 
③ スーパー・メガリージョン形成による対流促進に向けた検討 

 
リニア中央新幹線によって形成されるスーパー・メガリージョンにつ

いて、その効果を広域的に波及させるため、高速交通基盤の整備により
もたらされる地域間の対流促進の効果について調査・分析を行うととも
に、リニア駅を交通結節の核とした高速交通ネットワークの形成に向け
た総合交通体系のあり方について検討を行う。 

 
○ スーパー・メガリージョン形成による対流促進に向けた高速交通基盤

の活用方策の検討 
２０百万円（前年度 ２０百万円） 
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 「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」の形成推進 

 
④ 「小さな拠点」の形成推進 

 
人口減少・高齢化が進む中山間地域等において、集落の生活圏を維持

するため、複数の生活サービス機能や地域活動の場、産業・交流拠点が
集約され、周辺集落や都市拠点とのネットワークが確保されたモデル的
な「小さな拠点」の形成を推進する。 

 
 

○ 「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業 
 

１４４百万円（前年度 １２１百万円） 
【うち優先課題推進枠  ４５百万円】 

 
○ 「小さな拠点」を核とした拠点ネットワーク構築調査 

 
１０百万円（皆増） 

  

「小さな拠点」と「ふるさと集落生活圏」のイメージ ○「小さな拠点」を核とした「ふるさと集

落生活圏」形成推進事業（集落活性化推

進事業費補助金）【見直し】 

 

・対象地域：過疎、山村、半島、離島、 

豪雪の各法指定地域 

・実施主体：市町村、ＮＰＯ法人等 

（間接補助） 

・プラン要件：地域が一体となって「小さ

な拠点」プランを策定するこ

と 

・補助率：１/２以内（市町村） 

１/３以内（NPO法人等） 

・対象事業 

既存施設を活用した、「小さな拠点」の

形成に向けた生活機能・交流拠点・産業

拠点等の再編・集約に係る改修等（ただ

し、一定要件の下、既存施設の建替を認

めることとする。） 

（下線部が見直し箇所） 

○「小さな拠点」を核とした拠点ネットワーク構築調査【新規】 

拠点機能の高度化や交通ネットワークの維持向上などに取り組む「小さな拠点」における

地域経済循環等について評価・分析等を行い、先進事例の横展開を図ることにより、モデル

的な「小さな拠点」の形成を促進する。 
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土地の適切な管理のあり方に関する検討 

 
○ 外部不経済が生じない条件も含む土地の適切な管理のあり方に 

関する調査 
１７百万円（前年度 １７百万円） 

 
⑤ 土地の適切な管理のあり方に関する検討 

 
今後、適切な管理がなされていない土地の増加が想定されるが、様々

な外部不経済に応じた土地管理の必要性評価や自然的な土地利用に転換
する手法も含めた土地の適切な管理のあり方については、十分に整理・
周知されていない。 

このため、外部不経済のデータ収集・分析を行い、その結果を踏まえ
て、土地の管理の必要性に係る評価指標を検討する。 

 

外部不経済の定量的試算 

管理されないことで、鳥獣

被害、虫害、雑草の繁茂、

景観悪化、防災機能低下、

不法投棄などにより、本来

発揮されるべき機能がどれ

だけ損失するかを定量的に

試算 

荒廃農地 
（写真左・右側は維持

されている） 

間伐未実施で 
放置されている森林 

評価指標の検討 

試算の結果を踏まえ、土地の

管理の必要性に係る評価指標※

を検討 

※管理すべき土地か、管理しな

くても外部不経済が発生しな

い土地かを判断するための

基準等（考え方の整理） 

管理コスト 

【評価指標イメージ】 

管理されることで得られる効用（評価指標）と 
管理コストを評価し、最適な管理のあり方を検討 

管
理
さ
れ
る
こ
と
で
得
ら
れ
る

効
用
（評
価
指
標
） 

【事例 A】 

現状の管理（コスト＞効用） 

選択３：管理水準 

をゼロにする 

選択２：管理水準 
を下げる 

最適な 

管理 

選択１：管理水準 
を上げる 

得られる効用と

管理コストが 
同等のライン 
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 政策効果に伴う人口分布の変化を動的に把握するための検討 

（２）国土の長期展望 
 

 
○ 政策効果に伴う人口分布の変化を動的に把握するための検討 

 
１０百万円（皆増） 

  

 
① 政策効果に伴う人口分布の変化を動的に把握するための検討 

 
現在の「メッシュ別将来人口推計モデル」は、基準時点の状況を所与

としたものであり、インフラや各種施設の整備状況の変化を推計に織り
込むことができておらず、政策が将来の人口分布に与える影響を捕捉す
る体系となっていない。 

このため、インフラなどの整備による生活利便性の変化等が、将来の
人口分布に与える影響をシミュレーションするモデルの開発を行う。 

 

■調査内容①： 
既存の将来人口推計モデルの精緻化 

 各種施設（駅や病院など）の最新の位置情

報等に係るデータの整備を図り、生活利便性

等に応じた人口移動のウェイト付けを図るな

ど、将来の人口分布をより精緻に表現できる

モデルの開発を行う。 

■調査内容②：人口分布のシミュレーション 

 調査内容①で作成するモデルを応用するこ

とにより、インフラや各種施設の整備による

生活利便性の変化により、将来の人口分布が

どのように変わるのかシミュレーションを行

う。 

（参考図）現在の「メッシュ別将来人口推計モデル」 
練馬区・板橋区周辺の75歳以上人口増減数 

（2010年⇒2025年）（2010年基準） 

病院 鉄道駅 

団地 

現在の推計モデルは、施設の立地状況に関わ

らず、同一市区町村の全てのメッシュに一律の

移動率(※)を設定している。 

このため、本調査では、例えば、メッシュ毎

に将来のインフラや各種施設の整備状況の変化

を推計に織りこむことができるモデルの開発を

図る。 

（※）男女別・５歳階級別ごとに同一の移動率を設定。 
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長期的なリスクと相関する国土利用のあり方に関する検討 

 
○ 長期的なリスクと相関する国土利用のあり方に関する検討 

 
１１百万円（皆増） 

【うち優先課題推進枠 １１百万円】 

  

 
② 長期的なリスクと相関する国土利用のあり方に関する検討 

 
2050年以降の超長期も見据えて、気候変動の進行に伴う災害リスクの

増大、人口減少に伴う低・未利用地の増加や無居住化など国土利用に影
響を及ぼし得る長期的リスクを把握するとともに、リスク軽減に資する
国土利用のあり方を抽出し、それらの国土利用とリスク軽減効果の相関
の分析等を行い、将来的に望ましい国土利用のあり方を検討する。 
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 人口規模別のサービス機能等の立地確率の把握及び対策の検討 

 
○ 地域における人口規模別のサービス機能等の立地確率の把握及び 

対策の検討 
１１百万円（皆増） 

  

 
③ 人口規模別のサービス機能等の立地確率の把握及び対策の検討 

 
地域経済・社会の維持に重要な生活関連サービス等の立地について

は、人口減少や少子高齢化の進展が影響を及ぼすとともに、AI・IoT化
などの技術革新に伴うライフスタイルの変化等も地域におけるサービス
機能等の立地に変革を起こしつつある。 

このため、これらを踏まえた地域における人口規模別のサービス機能
等の立地確率についての把握・検証を行い、必要な対策を検討する。 

 

生活に関連する小売業や医療・福祉などは、ある程度の人口規模が必要 

左端：立地確率50％ 右端：立地確率80％ 

地域におけるサービス機能等の立地確率を把握・検証 
将来の人口減少の状況や技術革新（ｅコマース、宅配ビジネス、遠隔医療等） 

などを踏まえ、サービス機能等の立地確率を把握・検証 

【イメージ】 

地域における必要な対策の検討 

施設の集約化や地域間連携など、サービス機能等を持続するための対策を検討 
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離島の振興 

２．離島、奄美群島、小笠原諸島、半島等の条件不利地域の 
振興支援 

 
 

① 離島振興施策の推進 
 

離島地域の振興を図るために設けられた離島活性化交付金につい
て、輸送費支援の指定品目数の拡大、旅館等から住宅への改修や離島
留学への支援など、地域資源を活かした産業活性化や定住・交流人口
の拡大に必要な支援を拡充する。 

 
 
○ 離島振興に必要な経費  

 
１，８８０百万円（前年度 １，５６７百万円） 

【うち優先課題推進枠  ５５０百万円】 
 
（うち離島活性化交付金 １，８６０百万円（前年度 １，５５０百万円）） 
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奄美群島の振興開発 

 
○ 奄美群島の振興開発に必要な経費 

 
２，８８４百万円（前年度 ２，４１０百万円） 

【うち優先課題推進枠  ７１０百万円】 
 

（うち奄美群島振興交付金 
  ２，８７０百万円（前年度 ２，４００百万円）） 

  

 
② 奄美群島振興開発施策の推進 

 
地理的、自然的、歴史的な特殊事情による不利性を有する奄美群島に

おいて、依然として本土等との格差が存在していることから、奄美群島
振興開発特別措置法の法期限の延長と併せ、奄美群島振興交付金につい
て加工品・原材料等の輸送費や住民に準ずる者への航路・航空路運賃に
対する支援等を拡充する。 
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小笠原諸島の振興開発 

 
③ 小笠原諸島振興開発施策の推進 

 
小笠原諸島の特性を最大限に活かした産業振興(農業・漁業・観光業)､

自然環境の保全、その他生活環境の整備等を含めた地域の主体的な取組
を支援するため、小笠原諸島振興開発特別措置法の法期限の延長と併せ､
島民・観光客の安全確保のための防災施設の整備、世界自然遺産登録を
踏まえた自然環境の保全、産業振興や生活環境の改善のための施設の整
備に係る取組等を支援する。 

 
 
 ◯ 小笠原諸島の振興開発に必要な経費 
 

１，２７１百万円（前年度 １，０６３百万円） 
【うち優先課題推進枠  ３０５百万円】 

 
（うち小笠原諸島振興開発費補助金 

１３８百万円（前年度 １３６百万円）） 
 

（うち小笠原諸島振興開発事業費補助 
１，１２１百万円（前年度 ９１４百万円）） 

  

○ 小笠原諸島の特性を最大限に活かし、地域の主体的な取組を支援 
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半島地域の振興 

 
○ 半島地域振興等に必要な経費 

１１３百万円（前年度  ９６百万円） 
【うち優先課題推進枠  ３１百万円】 

 
（うち半島振興広域連携促進事業 １０３百万円（前年度 ８７百万円）） 

  

 
④ 半島地域振興施策の推進 

 
三方を海に囲まれ、平地に恵まれないこと等により生活環境や産業

基盤が低位にある半島地域において、自立的発展等を図るため、多様
な主体が連携・協力して実施する広域的な取組に対する支援を行う。 
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豪雪地帯対策の推進 

 
○ 豪雪地帯における除排雪体制整備への支援等 

 
３７百万円（前年度 ３１百万円） 

  

 
⑤ 豪雪地帯対策の推進 

 
人口減少・高齢化が進展し、除排雪作業中の事故が頻発しているこ

とを踏まえ、雪下ろし等の担い手確保及び安全対策の徹底を図るた
め、モデルとなる除排雪体制の立ち上げやアドバイザー派遣による支
援を実施するとともに、除排雪作業を行う高齢者等に対して、安全対
策の普及啓発を強化する。 
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Ｇ空間情報の円滑な流通促進に向けた検討 

３．地理空間情報の高度活用によるイノベーションの加速化 
 
 

① Ｇ空間情報の円滑な流通促進に向けた検討 
 
地理空間情報の基盤的なデータ整備を進めるとともに、付加価値の高

いデータの流通を促進させ、イノベーションの加速化を図るため、ショ
ーケースの収集、使いやすいデータの提供や認知度向上に向けた取組を
進め、Ｇ空間情報センターを中核とした地理空間情報の収集・加工・提
供体制を充実させる｡ 

 
 

○ Ｇ空間情報の円滑な流通促進に向けた検討 
 

１３５百万円（前年度 １２６百万円） 
【うち優先課題推進枠  ４９百万円】 
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 高精度測位技術を活用したストレスフリー環境づくりの推進 

 
② 高精度測位技術を活用したストレスフリー環境づくりの推進 
 
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として訪日

外国人や高齢者・障害者等がストレスなく移動・活動できる社会の実現
に向け、施設管理者等と連携し、屋内電子地図などの空間情報インフラ
の整備や、これを活用した民間事業者によるサービス実装の取組を促進
する。 

 
 

○ 高精度測位技術を活用したストレスフリー環境づくりの推進 
 

８３百万円（前年度 ５０百万円） 
【うち優先課題推進枠  ４６百万円】 
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 災害対策等緊急事業推進費 

４．防災・減災への機動的な対応 
 
 

自然災害（洪水､豪雨､地震､津波､崖崩れ等）により被災した地域、
重大な交通事故が発生した箇所等において、住民及び利用者の安全・
安心の確保を図るため、再度災害の防止対策や事故の再発防止対策等
を緊急に実施する。 
具体的には、年度途中にこれらの対策を実施する事業に対し、省内

や他省庁の関係部局、地方公共団体からの要求を受けて、予算を配分
する。 
 

 
○ 災害対策等緊急事業推進費（公共事業関係費）  

１６，１２７百万円（前年度 １３，４３８百万円） 
【うち優先課題推進枠  ４，０３２百万円】 
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 国土・地域政策の海外展開 

５．国土・地域政策の海外展開 
 
 

インフラシステム輸出戦略（H30.6；経協インフラ戦略会議改訂）に
基づき、相手国の国土・地域計画等「最上流」の段階から相手国政府と
の連携や政策対話の実施など、我が国の「質の高いインフラ投資」の要
素を盛り込むための働きかけを行い、我が国企業によるインフラ受注の
効率的かつ効果的な実現を促進するとともに、国連ハビタットとも連携
しながら、世界の持続可能な開発を推進する。 

 
 

◯ 国土・地域政策の海外展開 
８４百万円（前年度 ６９百万円） 

【うち優先課題推進枠  ２２百万円】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．その他 
 

○ むつ小川原開発の推進に関する調査 
６百万円（前年度 ６百万円） 
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（参考）税制改正要望概要 

 
 
 
 

○半島、離島及び奄美群島における工業用機械等に係る割増償却制度の延
長（所得税・法人税） 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

主要項目 

根拠法 対象市町村数 地域の特殊性

半島振興対策
実施地域

半島振興法 194
・三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、

居住や経済活動に制約
・国土の幹線軸から隔離

離島振興対策
実施地域

離島振興法 112
・船や飛行機等交通手段が限られ、輸

送費用等が他の地域と比較して多額

奄美群島
奄美群島振興開発

特別措置法
12

・戦後８年間、米国の軍政下
・台風の常襲地帯、特殊病害虫の発生

施策の背景

要望の概要

人口減少・高齢化の進展・就業者数の減少

半島、離島及び奄美群島は、地理的条件不利性を抱え、人口減少・高齢化が急速に進展

し、就業者数が著しく減少している。この課題を解決するため、雇用機会を拡大し、もって定住
人口を確保することが必要であり、具体的には、小規模零細事業者を含めた民間事業者によ
る投資促進を通じた内発的発展を図ることが必要である。なお、「経済財政運営と改革の基本
方針2018」（平成30年６月15日閣議決定）においても、「半島、離島・奄美などの条件不利地域
については、・・・・・地域資源や創意工夫を活かした自立的な地域社会の構築による、維持・
活性化を目指す」と明記されている。

●人口増減率（H22～H27)
・全国▲0.8%  ・半島▲6.2％ ・離島▲9.3%  ・奄美▲7.3%

●高齢者比率（H27） ※ （ ）内はH22からの増減率
・全国26.6%（+3.6%） ・半島34.2% (+4.0%) ・離島39.0%(+3.6%) ・奄美31.3%(+2.2%)

●就業者数の推移(H22～H27)

・全国：5,961万人→5,892万人（▲1.2%）
・半島：199万人 →  191万人（▲4.0%）
・離島：17.9万人 → 16.6万人（▲7.3%）
・奄美： 5.2万人 →  5.1万人（▲2.5%）

出典：総務省「国勢調査」

特例措置の内容

要 望

【所得税・法人税】半島、離島及び奄美群島において取得される工業用
機械等について、 以下のとおり５年間の割増償却

現行の措置を２年間（平成31年４月１日～平成33年３月31日）延長する。

■対象業種
製造業・農林水産物等販売業・
旅館業及び情報サービス業等

対象業種・償却率

■対象設備・償却率
・機械・装置 ：普通償却限度額の32％
・建物・附属設備、構築物 ：普通償却限度額の48％

対象地域の概要

半島振興対策実施地域、離島振興対策実施地域及び奄美群島における製造業、農林水
産物等販売業、旅館業及び情報サービス業等の用に供する設備に係る割増償却制度を、
平成32年度末まで２年間延長する。
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主要項目以外の項目 

 
 
１．国土交通省主管 
 
 

○(独)奄美群島振興開発基金の非課税措置の延長（所得税・法人税等） 
 
 
○小笠原諸島への帰島に伴う課税の特例措置の延長（所得税・不動産取得
税等） 

 
 
 
 
２．他省庁主管 
 
 

○振興山村における工業用機械等の割増償却の延長（所得税・法人税） 
 
 
○過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長（所得税・法人
税） 

 


